
丁目４４番４号

履 行 場 所
足立区千住曙町３４番先

　本工事は、東武鉄道スカイツリーライン鉄道敷を跨ぐ

分類業務区分 工事 人道橋補修工事である。鉄道敷地内の施工であり、線路

契 約 期 間 令和   7年   4月  25日  から  令和   7年  11月  28日 閉鎖及び軌電停止後の作業となるため、各作

3

業には、東

契約年月日

1

令和   7年   

随

4月  24日 武鉄道

意

固有の有資格者の配置

契

が必要不可欠である。

約

また

契約金額 \28,

内

600,000円(税

容

込)
、線路閉鎖後の作

及

業のため、最終から始

び

発までの作業時

間にな

選

り、限られた時間で安

定

全かつ迅速な施工が必

理

要で

予 定 価 格 \

由

28,990,500

書

円(税込)
契約相手方

件

の あるため、鉄道事業

　

者との協議により、鉄

　

道事業に精通

選定理由

　

した事業者による施工

 

が求められている。

概

名

       要

施工

橋

数量 上記事業者は本工

り

事に必須である、軌電

ょ

停止作業等の有

　補修

う

工 資格者がいることに

補

加え、当該区域の保守

修

点検を行って

　　・素

工

地調整　　　　　　２

事

.４㎡ いること、過去

（

に当該箇所で足場設置

道

作業を伴う橋梁点

　　

路

・防錆処理　　　　　

整

　２.４㎡ 検を施工し

備

た高い技術力と実績が

課

ある。当該地域で東武

工

　　・不陸調整　　　

事

　　　２.４㎡ 鉄道と

第

円滑な調整を行い、確

２

実かつ安全、迅速に施

号

工す

　　・再塗装　　

）

　　　　　２.４㎡ る

契

ことができる唯一の事

約

業者である。

　足場工

の

（地方自治法施行令第

相

１６７条の２第１項第

手

２号該当）

　　・枠組

方

足場設置・撤去　　 

　

一式

　安全管理工

　　

名

・東武鉄道立会費　　

称

　　 一式

　　・鉄道

　

安全管理費　　　　 

東

一式

　　・架線防護工

武

　　　　　　 一式 担

谷

 当 課 都市建設部 

内

道・道路整備課

　　・

田

交通誘導員　　　　　

建

　 一式 電話番号 38

設

80-5111(27

（

58)

根拠規定 地方自

株

治法施行令第167条

）

の2 第1項 第2号

 

該当

　住所　東京都墨田区向島三



東京都中央区湊二丁目２番５号

履 行 場 所
足立区大谷田一丁目１番２－１０１号

当該施設は、独立行政法人都市再生機構が管理する建物

分類業務区分 工事監理 の中に併設している。当初令和６年度に風除室の増築工

契 約 期 間 令和   7年   4月  25日  から  令和   7年  12月  17日 事を予定し

3

ていたが不調となり、

2

本年度再度起工するこ

随

契約年月日 令和   

意

7年   4月  2

契

4日 ととなった。当該

約

監理をする工事は、建

内

築基準法第１８

契約金

容

額 \3,740,00

及

0円(税込)
条第２項

び

の規定による計画通知

選

について確認済証を取

定

得

することが必要不可

理

欠であり、上記設計事

由

務所は、大谷

予 定 

書

価 格 \3,905,

件

000円(税込)
契約

　

相手方の 田住区センタ

　

ー大規模改修その他工

　

事設計委託を過去に

選

 

定理由 受託し、建築基

名

準法第８６条の２第１

大

項の規定に基づく

概 

谷

      要

・風除

田

室増築をするにあたり

住

建築基準法第１８条第

区

２項 認定手続きを行っ

セ

た実績がある。また、

ン

本事業者は、本

の規定

タ

による計画通知書類の

ー

作成及び提出業務 業務

風

を迅速かつ正確に遂行

除

するのに必要な改修図

室

、増築

・上記工事終了

増

後の建築基準法第１８

築

条第１６項の規定 図等

工

のデータを全て保有し

事

ているため、限られた

監

工期内

による完了通知

理

の作成、提出及び検査

等

立会業務 の中で、適正

業

な工事監理を実施でき

務

る。

・工事完了までの

委

工事監理業務

・上記に

託

付随する協議等一式

担

契

 当 課 施設営繕部 

約

東部地区建設課

電話番

の

号 3880-5111

相

(2876)

根拠規定

手

地方自治法施行令第1

方

67条の2 第1項 

　

第2号該当

名称　（株）カトウ建築事務所 東京事務所

　住所　



竹の塚五丁目２番６号

履 行 場 所
足立区島根三丁目２８番１１号

　次により本業者を推薦する。

分類業務区分 工事 （１）本事業者は区内施設でのガス工事を含む空調機器

契 約 期 間 令和   7年   4月   4日  から  令和   7年  11月  14日 工事の実績が多数あり、当該施設のGHP空調機器の修

3

理

契約年月日 令和  

3

 7年   4月  

随

 3日 実績もあるため

意

、適任である。

契約金

契

額 \14,127,3

約

00円(税込)
（２）

内

本事業者は学校工事の

容

実績が多数あり、運営

及

中の

工事方法について

び

熟知している。そのた

選

め、学校運営へ

予 定

定

 価 格 \17,86

理

7,300円(税込)

由

契約相手方の の影響を

書

最小限にとどめて施工

件

できる事業者である。

　

選定理由 （３）緊急工

　

事となる本工事は厳し

　

い工期の中で迅速か

概

 

       要

１　

名

空調設備工事　　　校

島

長室、事務室、職員ラ

根

ウンジ つ確実な対応が

小

必要となる。本事業者

学

は過去の実績より

系統

校

と職員室、放送室、印

空

刷室系統の空調室外機

調

および 確かな技術と施

設

工体制を持ち合わせて

備

いることが認めら

室内

改

機を撤去更新する。 れ

修

、迅速かつ確実な対応

工

ができる唯一の事業者

事

である。

担 当 課 施

（

設営繕部 西部地区建

緊

設課

電話番号 3880

急

-5111(2951

）

)

根拠規定 地方自治法

契

施行令第167条の2

約

 第1項 第5号該当

の相手方

　名称　東京ガスオールワンエナジー（株） 

　住所　東京都足立区



品川二丁目２番１３号　南品川

履 行 場 所
足立区中央本町一丁目１７番１号 ＪＮビル

本工事は、本庁舎の運営を行いながら、照明制御システ

分類業務区分 工事 ム設備の撤去・新設工事を行う。その際、既存システム

契 約 期 間 令和   7年   5月  14日  から  令和   8年   2月  19日 のデータ（

3

ソフトウェア）を使用

4

するため、同一メーカ

随

契約年月日 令和   

意

7年   5月  1

契

3日 ーである東芝ライ

約

テックが改修する必要

内

がある。当該事

契約金

容

額 \45,980,0

及

00円(税込)
業者は

び

、本庁舎で使用する照

選

明制御設備の開発製造

定

者で

、かつ施工者でも

理

ある。メーカー独自の

由

ソフトを使用し

予 定

書

 価 格 \53,22

件

4,600円(税込)

　

契約相手方の て管理し

　

ているため、プログラ

　

ム等についても、本庁

 

舎

選定理由 独自のもの

名

となっている。既存デ

本

ータ等を正確に抽出す

庁

概       要

（

舎

１）電灯設備工事 るこ

照

とができ、新システム

明

にデータを流用するこ

制

とを円

（２）建設副産

御

物 滑に実施することが

シ

、工期の短縮及び経費

ス

の削減を図る

最善の策

テ

であるため、現在保守

ム

メンテナンスも行って

設

い

る上記事業者が、本

備

庁舎の安定した照明制

改

御装置の機能

を最大限

修

維持しながら、効果的

工

かつ効率的に改修工事

事

を

行うことができる唯

契

一の事業者である。

（

約

地方自治法施行令第１

の

６７条の２第１項第２

相

号該当）

担 当 課 施

手

設営繕部 中部地区建

方

設課

電話番号 3880

　

-5111(3561

名

)

根拠規定 地方自治法

称

施行令第167条の2

　

 第1項 第2号該当

東芝ライテック（株） 首都圏支店

　住所　東京都品川区南



目９番１２号

履 行 場 所
足立区関原三丁目３２番１４号

（１）本事業者は、同種工事において豊富な実績と経験

分類業務区分 工事 を有しており、器具の取り付け金具を短期間で製作でき

契 約 期 間 令和   7年   5月  21日  から  令和   7年   7月  25日 る体制を有している。また、通常は受注

3

生産で各メーカ

契約年

5

月日 令和   7年 

随

  5月  20日 ー

意

において納期に３ヶ月

契

以上を要する器具につ

約

いても当

契約金額 \9

内

,900,000円(

容

税込)
該事業者は、１

及

週間以内での納入が可

び

能である事が確認

され

選

ている。

予 定 価 

定

格 \10,012,2

理

00円(税込)
契約相

由

手方の （２）本件は緊

書

急性と確実性を要する

件

工事であり、当該

選定

　

理由 事業者は本件工事

　

に対応可能な技術力を

　

有しており、迅

概  

 

     要

（１）体

名

育館高天井照明改修 速

第

かつ柔軟な対応が可能

七

な唯一の事業者である

中

。

（２）舞台天井照明

学

改修

（３）撤去工事

（

校

４）建設副産物処理

担

体

 当 課 施設営繕部 

育

西部地区建設課

電話番

館

号 3880-5111

高

(2955)

根拠規定

天

地方自治法施行令第1

井

67条の2 第1項 

照

第5号該当

明交換その他工事

契約の相手方

　名称　（株）拓電技建工業 

　住所　東京都足立区花畑六丁



履 行 場 所
足立区入谷三丁目８番１号

（１）　過去に当学校で工事を実施しており、学校の仕

分類業務区分 工事 様や工事による施設への影響も熟知しており、児童の安

契 約 期 間 令和   7年   6月   7日  から  令和   7年   9月  30日 全を確保し、施設運営、施設への影響を最小限にとどめ

契

3

約年月日 令和   7

6

年   6月   6

随

日 て施工することが可

意

能である。

契約金額 \

契

10,450,000

約

円(税込)
（２）　緊

内

急工事となる本工事を

容

工期内で対応できる施

及

工体制があり、技術力

び

も高く、迅速に施工を

選

進める事で

予 定 価

定

 格 \10,978,

理

000円(税込)
契約

由

相手方の 、工事を確実

書

、安全に完了させるこ

件

とができる。

選定理由

　

（３）　本事業者は、

　

過去の区内学校施設で

　

の工事実績

概    

 

   要

１　給水設備

名

工事　　　竣工当初か

足

ら改修をしていない が

立

多数あり、施工状況も

入

良好である等信頼があ

谷

る。

鋳鉄管を埋捨て、

小

露出配管で新設を行う

学

。

２　撤去工事　　　

校

　　上記内容に伴う、

直

撤去工事を行

う。

担 

結

当 課 施設営繕部 西

給

部地区建設課

電話番号

水

3880-5111(

管

2953)

根拠規定 地

改

方自治法施行令第16

修

7条の2 第1項 第

工

5号該当

事

契約の相手方

　名称　（株）栗原設備 

　住所　東京都足立区佐野一丁目２８番６号



京都千代田区丸の内二丁目５番１号

履 行 場 所
足立区中央本町一丁目１７番１号

本庁舎３号エスカレーターは設置から２９年が経過して

分類業務区分 工事 おり、部分的な修理・交換では、設備の全般的な機能低

契 約 期 間 令和   7年   7月   9日  から  令和   8年   2月  13日 下を防ぐことは

3

できず、不具合の発生

7

する頻度が高くな

契約

随

年月日 令和   7年

意

   7月   8日

契

り利用者の安全に支障

約

をきたす為、エスカレ

内

ーター設備

契約金額 \

容

32,780,000

及

円(税込)
の改修工事

び

を行う。

本工事は、本

選

庁舎の運営を行いなが

定

らの工事となり、庁

予

理

 定 価 格 \33,

由

913,000円(税

書

込)
契約相手方の 舎ホ

件

ールを利用する区民の

　

利便性への影響を最小

　

限とす

選定理由 るため

　

、工期の縮減を図る必

 

要がある。エスカレー

名

ター

概       

本

要

１　昇降機設備工事

庁

を新設設置した場合は

舎

１年以上の工期を必要

３

とするため

 (1)昇

号

降機設備工事　　　　

エ

　　　　一式 、既存設

ス

備の部材を多く再使用

カ

することで、工期と工

レ

事

 (2)産業廃棄物

ー

処分　　　　　　　　

タ

一式 費の縮減を図るこ

ー

ととする。

既存設備の

改

メーカーである当該事

修

業者は、新築時の設置

工

工事およびその後の保

事

守点検業務を請け負っ

契

ており、既

存設備の設

約

置状況を熟知している

の

。現場の安全を確保し

相

指定日までに工事を完

手

了するには、当該事業

方

者以外に施

工ができな

　

いため、当該事業者と

名

の随意契約を依頼する

称

。（地方自治法施行令

　

第１６７条の２第１項

三

第２号該当

）

担 当 

菱

課 施設営繕部 中部地

電

区建設課

電話番号 38

機

80-5111(35

ビ

61)

根拠規定 地方自

ル

治法施行令第167条

ソ

の2 第1項 第2号

リ

該当

ューションズ（株） 東日本

支社

　住所　東



27番地

履 行 場 所
足立区東綾瀬三丁目４番１号

東綾瀬公園温水プールの特徴的なドーム状の可動式屋根

分類業務区分 工事 は、上記事業者の独自製品が採用されている。築３０年

契 約 期 間 令和   7年   7月   3日  から  令和   8年   1月  30日 以上を経過し、可動式屋根の車輪レールの不陸

3

や車輪自

契約年月日 令

8

和   7年   7

随

月   2日 体が発錆

意

するなどの不具合が生

契

じており、既に可動式

約

屋

契約金額 \145,

内

750,000円(税

容

込)
根の片側は開閉で

及

きない状況となってい

び

る。

本工事は、二期工

選

事として、開閉動作を

定

正常に作動させ

予 定

理

 価 格 \147,1

由

91,000円(税込

書

)
契約相手方の るため

件

、不具合が生じている

　

可動屋根の車輪やレー

　

ル等

選定理由 の改修を

　

行うが、可動式屋根は

 

、独自の技術を駆使し

名

た

概       要

東

１．プールドーム開閉

綾

機構改修工事　一式 機

瀬

構であり、当該事業者

公

でなければドームの工

園

事ができ

２．プールタ

温

イル補修工事　一式 な

水

い。

３．上記（１）に

プ

付随する電気設備工事

ー

　一式 上記理由により

ル

、当該事業者に特命随

ド

意契約にて補修工

事を

ー

することが必要と判断

ム

した。

担 当 課 施設

改

営繕部 東部地区建設

修

課

電話番号 3880-

工

5111(2873)

事

根拠規定 地方自治法施

（

行令第167条の2 

二

第1項 第2号該当

期）

契約の相手方

　名称　（株）横河ブリッジ 

　住所　千葉県船橋市山野町



履 行 場 所
足立区青井六丁目１３番１０号

（１）本工事は早急に完了させる必要がある。確実かつ

分類業務区分 工事 迅速な施工をするために必要な技術者が所属しており、

契 約 期 間 令和   7年   6月  28日  から  令和   7年  10月  31日 施設利用者の安全を確保しつつ、施設運営への影響を

3

最

契約年月日 令和  

9

 7年   6月  

随

27日 小限にとどめて

意

早期に施工することが

契

できる事業者であ

契約

約

金額 \7,095,0

内

00円(税込)
る。

（

容

２）令和３年度に全体

及

保全工事を請け負った

び

事業者で

予 定 価 

選

格 \7,187,40

定

0円(税込)
契約相手

理

方の あり、現場の状況

由

を詳細に把握している

書

事から、他の業

選定理

件

由 者よりも工事費及び

　

工事期間を大幅に軽減

　

する事が可能

概   

　

    要

１）天井補

 

修工事　　　　　　　

名

　　　　　　　　　　

栗

である。また、施工体

島

制、技術力も高く、迅

小

速な判断を

　　　一式

学

要する緊急工事を確実

校

かつ安全に完了させる

天

ことができ

２）建具改

井

修工事　　　　　　　

補

　　　　　　　　　　

修

る事業者である。

　　

そ

　一式 （３）本事業者

の

は区内公共施設での工

他

事実績が多数あり

３）

工

上記に伴う附帯工事（

事

アスベスト除去工事含

契

む）　 施工状況も良好

約

であるなど十分な信頼

の

と実績がある

　　　一

相

式

担 当 課 施設営繕

手

部 東部地区建設課

電

方

話番号 3880-51

　

11(2873)

根拠

名

規定 地方自治法施行令

称

第167条の2 第1

　

項 第5号該当

（株）丸中工務店 

　住所　東京都足立区西新井一丁目２２番３号



川４丁目１６番２９号

履 行 場 所
足立区千住二丁目６０番先

本工事は北千住駅西口広場のエレベーター２台のうち１

分類業務区分 工事 台を改修する工事である。工事費の削減及び工期の短縮

契 約 期 間 令和   7年   7月  24日  から  令和   8年   1月  30日 や騒音・振動の低減を図るためには

4

、三方枠を再利用す

契

0

約年月日 令和   7

随

年   7月  23

意

日 ることが必要であり

契

、既存のエレベーター

約

製造会社しか

契約金額

内

\69,231,80

容

0円(税込)
施工がで

及

きない。

当該事業者は

び

保守点検業務も受託し

選

ている既存のエレベ

予

定

 定 価 格 \69,

理

231,800円(税

由

込)
契約相手方の ータ

書

ー製造会社であり、高

件

度な技術を持ち、現場

　

も熟知

選定理由 してい

　

るため、指定日までに

　

安全対策も含め効率的

 

に工

概       

名

要

工事概要 事を完成す

北

ることができる。以上

千

のことから、本事業者

住

北千住駅西口エレベー

駅

ター１号機の準撤去リ

西

ニューアル と随意契約

口

が必要と判断した。

工

広

事

担 当 課 都市建設

場

部 道・安全設備課

電

エ

話番号 3880-50

レ

13(    )

根拠

ベ

規定 地方自治法施行令

ー

第167条の2 第1

タ

項 第2号該当

ー改修その他工事

契約の相手方

　名称　（株）日立ビルシステム 

　住所　東京都足立区中



丁目２８番６号

履 行 場 所
足立区江北七丁目１２番１、４

本工事は、過去三度入札を行ったが不調となった。また

分類業務区分 工事 、三回目の入札は区内A,Bランク全社指名での入札であ

契 約 期 間 令和   7年   8月  12日  から  令和   9年   5月  14日 り、そこで不調ということは再度入

4

札をかけても不調と

契

1

約年月日 令和   7

随

年   8月   8

意

日 なる可能性が高い。

契

そして、他業種工事は

約

既に契約が決

契約金額

内

\95,700,00

容

0円(税込)
定し、工

及

事は令和７年３月から

び

開始しており、これ以

選

上

工事開始に遅れをと

定

ると全体工程に遅延が

理

生じ保育園開

予 定 

由

価 格 \96,163

書

,100円(税込)
契

件

約相手方の 園が延期と

　

なる可能性が高い。ま

　

た、上記事業者は第三

　

選定理由 上沼田保育園

 

新築工事の空調設備工

名

事を受注しており、

概

（

       要

１　

仮

給排水衛生設備工事　

称

現場を熟知しており、

）

関連業種との調整も迅

第

速に行うこ

・衛生器具

三

、その他機器の新設を

上

行う。 とができる唯一

沼

の事業者である。以上

田

の理由から、早急

・屋

保

内の給水管、屋外の給

育

水管・散水栓を新設す

園

る。 に工事に着手する

新

必要があるため、上記

築

業者との随意契

・屋内

給

の排水管・通気管、屋

排

外の排水管・桝を新設

水

する 約を希望する。

。

衛

・給湯器・給湯配管を

生

新設する。

・ガスメー

設

ター・ガス配管を新設

備

する。　

・給水管、排

工

水管、ガス管の引き込

事

みを行う。

２　撤去工

契

事

・建設発生土の処分

約

を行う。

担 当 課 施

の

設営繕部 西部地区建

相

設課

電話番号 3880

手

-5111(2951

方

)

根拠規定 地方自治法

　

施行令第167条の2

名

 第1項 第2号該当

称　（株）栗原設備 

　住所　東京都足立区佐野一



葛飾区小菅三丁目３番先

　本工事は、大六天排水場に接続している綾瀬川からの

分類業務区分 工事 逆流を防止する樋門を撤去更新する工事である。施行場

契 約 期 間 令和   7年   8月  21日  から  令和   8年   2月  16日 所は綾瀬川に面しており、前面の道路は橋の出口である

契約年月日 令和  

4

 7年   8月  

2

20日 ため警察との事

随

前協議により、通行止

意

めでは作業を行う

契約

契

金額 \45,650,

約

000円(税込)
こと

内

ができないといわれて

容

いる。そのため、高い

及

技術力

を必要とする河

び

川側から台船を利用し

選

た施工が必要とな

予 

定

定 価 格 \46,8

理

05,000円(税込

由

)
契約相手方の る。ま

書

た、工事期間中は親水

件

水路からの排水を停止

　

しな

選定理由 けらばな

　

らず、排水を停止した

　

場合親水水路があふれ

 

て

概       要

名

（１）水門改修工事 し

大

まう可能性があるため

六

、迅速な施工が求めら

天

れる。

　　　水門及び

排

巻上開閉器の改修を行

水

う。 　当該事業者は樋

場

門の製造メーカーであ

樋

り、年次点検も

（２）

門

土木工事 行っているた

改

め現場を熟知しており

修

、現状設置されてい

　

工

　　水路内汚泥の除去

事

を行う。 る樋門の機能

契

を維持しつつ、区が求

約

める制度の高い作業

（

の

３）撤去工事 を安全か

相

つ短期間で行うことが

手

できる唯一の事業者で

方

あ

　　　既存水門、巻

　

上開閉器等の撤去を行

名

う。 る。（地方自治法

称

施行令第１６７条の２

　

第１項第２号）

担 当

大

 課 都市建設部 道・

同

安全設備課

電話番号 3

機

880-5014( 

工

   )

根拠規定 地方

（

自治法施行令第167

株

条の2 第1項 第2

）

号該当

 

　住所　埼玉県戸田市新曽３３６番地

履 行 場 所



三丁目２２番地

履 行 場 所
東京都足立区宮城一丁目２７番２５号

（１）今回の工事に至るにあたり、別途発注の調査委託

分類業務区分 工事 業務において、趣旨や現状を熟知し、工事内容も十分に

契 約 期 間 令和   7年   9月  12日  から  令和   7年  11月  28日 把握している。

契約年月日 令和

4

   7年   9月

3

  11日 （２）本工

随

事は、限られた工期の

意

中で完了させる必要が

契

契約金額 \4,855

約

,840円(税込)
あ

内

り、工期内で確実かつ

容

迅速な施工を行う為に

及

必要な技

術力を有して

び

いる。

予 定 価 格

選

\4,866,400

定

円(税込)
契約相手方

理

の

選定理由

概    

由

   要

（１）　床研

書

磨 

（２）　劣化部パ

件

テ補修

（３）　コート

　

ライン復旧

（４）　床

　

塗装

（５）　上記に伴

　

う撤去補修等の工事

担

 

 当 課 施設営繕部 

名

中部地区建設課

電話番

宮

号 3880-5111

城

(3551)

根拠規定

小

地方自治法施行令第1

学

67条の2 第1項 

校

第5号該当

体育館床補修工事（緊急）

契約の相手方

　名称　美津濃（株） 東京本社

　住所　東京都千代田区神田小川町



　東京都目黒区祐天寺二丁目１４番１９号四宮ビ

履 行 場 所
足立区千住旭町１０番３１号 ル２階

本業務は、令和３年３月に策定した「足立区学校施設の

分類業務区分 委託 個別計画」の内容に基づき、基本構想・基本計画及び基

契 約 期 間 令和   7年  10月  16日  から  令和   9年   3月  15日

4

本設計を進めていくも

4

のである。業務委託者

随

には、高度

契約年月日

意

令和   7年  1

契

0月  15日 な技術

約

力や豊富な知識と経験

内

及び柔軟な発想力を備

容

えた

契約金額 \249

及

,999,200円(

び

税込)
事業者を選定す

選

ることが必要で、価格

定

競争だけでなく、

総合

理

的な評価によって技術

由

力と独創性を持つ事業

書

者をプ

予 定 価 格

件

\249,999,2

　

00円(税込)
契約相

　

手方の ロポーザル方式

　

により選定することが

 

必要である。

選定理由

名

上記理由から、足立区

足

立千寿常東小学校施設

立

更新事業に

概    

区

   要

委  託  

立

概  要 伴う設計等業

千

務委託について、公募

寿

型プロポーザル方式

①

常

各種調査 を採用し、そ

東

の選定委員会において

小

、業務委託先として

②

学

基本構想・基本計画書

校

作成業務 最も相応しい

施

とされた本事業者との

設

随意契約を依頼する

③

更

基本設計作成業務 もの

新

である。（地方自治法

事

施行令第１６７条の２

業

第１項

④詳細設計付工

に

事契約に向けた業務 第

伴

２号該当）

⑤既存校舎

う

解体設計作成業務

⑥仮

設

設プレハブ校舎新築設

計

計作成

⑦学校関係者や

等

近隣住民等に対する会

業

議体への参加及び

必要

務

な資料・議事録等の作

契

成業務

⑧ネット・ゼロ

約

・エネルギー・ビル（

の

ＺＥＢ）評価取得

検討

相

業務

担 当 課 施設営

手

繕部 中部地区建設課

方

電話番号 3880-5

　

111(3551)

根

名

拠規定 地方自治法施行

称

令第167条の2 第

　

1項 第2号該当

（株）新居千秋都市建築設計 

委託

　住所



都足立区綾瀬五丁目２４番５号

履 行 場 所
足立区東和三丁目１２番９号

（１）推薦業者は、消火設備の専門事業者であり、区施

分類業務区分 工事 設の消火設備の改修工事、点検業務等を多数、受注して

契 約 期 間 令和   7年  10月  22日  から  令和   8年   3月   6日 いる。工事による利用者

4

の安全を確保し、早急

5

な施工を

契約年月日 令

随

和   7年  10

意

月  21日 行うこと

契

ができる。

契約金額 \

約

6,165,500円

内

(税込)
（２）工期が

容

限られる緊急工事に対

及

応できる技術力と、

社

び

内施工体制を持つ事業

選

者である。施設運営へ

定

の影響を

予 定 価 

理

格 \6,195,20

由

0円(税込)
契約相手

書

方の 最小限に留めつつ

件

、迅速かつ柔軟に施工

　

が可能なため、

選定理

　

由 所定工期までに確実

　

に完了させることがで

 

きる。

概      

名

 要

(1)消火設備改

東

修工事　　消火ポンプ

和

の改修工事

(2)電気

地

設備工事　　　　上記

域

工事に伴う電気設備工

学

事

(3)撤去工事　　

習

　　　　上記工事に伴

セ

う撤去工事

担 当 課

ン

施設営繕部 東部地区

タ

建設課

電話番号 388

ー

0-5111(288

屋

5)

根拠規定 地方自治

内

法施行令第167条の

消

2 第1項 第5号該

火

当

栓ポンプユニット改修工

契約の相手方

　名称　（株）スエヒロ 

事（緊急）

　住所　東京



丁目１番１７号

履 行 場 所
足立区西竹の塚一丁目８番１号

（１）	過去に当該学校で修繕等を実施した経歴があり

分類業務区分 工事 、学校の仕様や工事による施設への影響も熟知しており

契 約 期 間 令和   7年  10月  29日  から  令和   8年   1月  31日 、児童の安全を確保し、施設運営、施

4

設への影響を最小

契約

6

年月日 令和   7年

随

  10月  28日

意

限にとどめて施工する

契

ことが可能である。

契

約

約金額 \4,330,

内

700円(税込)
（２

容

）	緊急工事となる本

及

工事を工期内で対応で

び

きる施

工体制があり、

選

技術力も高く、迅速に

定

施工を進める事で

予 

理

定 価 格 \5,43

由

5,100円(税込)

書

契約相手方の 、工事を

件

確実、安全に完了させ

　

ることができる。

選定

　

理由 （３）	本事業者

　

は、過去の区内学校施

 

設での工事実績

概  

名

     要

１　空調

第

設備工事　　第二音楽

十

室の同時ツインパッケ

四

ー が多数あり、空調設

中

備の施工状況について

学

良好である等

ジエアコ

校

ンの改修工事 信頼があ

第

る。

２　撤去工事　　

二

　　上記工事に伴う撤

音

去工事

担 当 課 施設

楽

営繕部 西部地区建設

室

課

電話番号 3880-

空

5111(2953)

調

根拠規定 地方自治法施

設

行令第167条の2 

備

第1項 第5号該当

改修工事（緊急）

契約の相手方

　名称　玉紘工業（株） 

　住所　東京都足立区谷中一



区富岡二丁目２番１１号　ふくせい

履 行 場 所
足立区東綾瀬三丁目４番１号 １ビル３階

（１）推薦業者は、既設ボイラーの製造会社かつ保守点

分類業務区分 工事 検も担当しており、現場を熟知している。本メーカー製

契 約 期 間 令和   7年  10月  18日  から  令和   8年   3月   6日 品を使用

4

することにより、既存

7

設備との納まりに発生

随

す

契約年月日 令和  

意

 7年  10月  

契

17日 る工事を最小限

約

に抑えられ、納期につ

内

いても早急に対応

契約

容

金額 \15,620,

及

000円(税込)
が可

び

能である。

（２）緊急

選

工事に対応できる技術

定

力と、社内施工体制を

理

予 定 価 格 \15

由

,941,200円(

書

税込)
契約相手方の 持

件

つ事業者である。迅速

　

かつ柔軟に施工が可能

　

なため、

選定理由 休館

　

期間を最小限に留め、

 

工事を完了させること

名

ができ

概      

東

 要

１．給排水衛生設

綾

備工事 る。

　　ボイラ

瀬

ー回りの給湯管、ドレ

公

ン管の再接続を行う。

園

２．機器設備工事

　　

温

ボイラーの撤去、更新

水

を行う。

担 当 課 施

プ

設営繕部 西部地区建

ー

設課

電話番号 3880

ル

-5111(2951

ボ

)

根拠規定 地方自治法

イ

施行令第167条の2

ラ

 第1項 第5号該当

ー改修工事（緊急）

契約の相手方

　名称　（株）ヒラカワ 東日本支店

　住所　東京都江東



２７番４号

履 行 場 所
足立区中央本町五丁目２３番１号

（１）本工事は早急に完了させる必要がある。確実かつ

分類業務区分 工事 迅速な施工をするために必要な技術者が所属しており、

契 約 期 間 令和   7年  11月  20日  から  令和   8年   2月  27日 施設利用者の安全を確保しつつ、施設運

4

営への影響を最

契約年

8

月日 令和   7年 

随

 11月  19日 小

意

限にとどめて早期に施

契

工することができる事

約

業者であ

契約金額 \9

内

,900,000円(

容

税込)
る。

（２）令和

及

５年度および令和６年

び

度に栗島中学校の改修

選

予 定 価 格 \9,

定

928,600円(税

理

込)
契約相手方の 工事

由

を請け負った事業者で

書

あり、現場の状況や施

件

設の実

選定理由 状をよ

　

く把握していることに

　

加え、施工体制、技術

　

力も

概       

 

要

１）プールサイド床

名

改修工事　　　　一式

栗

高く、迅速な判断を要

島

する緊急工事を確実か

中

つ安全に完

２）天井補

学

修工事　　　　　　　

校

　　一式 了させること

プ

ができる事業者である

ー

。

３）上記に伴う附帯

ル

工事　　　　　　一式

サ

（３）本事業者は区内

イ

公共施設での工事実績

ド

が多数あり

、施工状況

床

も良好であるなど十分

改

な信頼と実績がある

担

修

 当 課 施設営繕部 

工

東部地区建設課

電話番

事

号 3880-5111

（

(2872)

根拠規定

緊

地方自治法施行令第1

急

67条の2 第1項 

）

第5号該当

契約の相手方

　名称　（株）島原建設 

　住所　東京都足立区竹の塚一丁目



４号

履 行 場 所
足立区梅島三丁目２３番３号

（１）本工事は早急に完了させる必要があり、確実かつ

分類業務区分 工事 迅速な施工が必要である。その中で本事業者は、今年の

契 約 期 間 令和   7年  12月  23日  から  令和   8年   3月  13日 夏に体育館改修工事を行い、施設運営への影響を最

5

小限

契約年月日 令和 

1

  7年  12月 

随

 22日 にとどめて早

意

期に施工していた実績

契

から、工事を工期ま

契

約

約金額 \27,500

内

,000円(税込)
で

容

に確実に完了させるこ

及

とができる。

（２）緊

び

急工事となる本工事を

選

工期内で対応できる施

定

工

予 定 価 格 \2

理

7,583,600円

由

(税込)
契約相手方の

書

体制があり、技術力も

件

高く、迅速に施工を進

　

める事で、

選定理由 工

　

事を確実、安全に完了

　

させることができる。

 

概       要

1

名

　体育館床補修工事 （

第

３）本事業者は、区内

十

施設での工事実績が多

中

数あり、

2　その他付

学

帯工事 施工状況も良好

校

であるなど十分な信頼

体

と実績がある。

担 当

育

 課 施設営繕部 西部

館

地区建設課

電話番号 3

床

880-5111(2

補

935)

根拠規定 地方

修

自治法施行令第167

工

条の2 第1項 第5

事

号該当

（緊急）

契約の相手方

　名称　（株）島原建設 

　住所　東京都足立区竹の塚一丁目２７番



設計業務委託

　住所　東京都目黒区鷹番一丁目１４番６号

履 行 場 所
足立区立中央図書館（足立区千住五丁目１３番５号）

本業務は、令和７年６月に策定した「足立区図書館サー

分類業務区分 委託 ビスデザインアクションプラン」の内容に基づき、中央

契 約 期 間 令和   8年   1月  15日  から  令和   

5

9年   6月  3

3

0日 図書館のリニュー

随

アルにかかる基本構想

意

・基本計画の策

契約年

契

月日 令和   8年 

約

  1月  14日 定

内

及び基本設計・実施設

容

計を進めていくもので

及

ある。業

契約金額 \3

び

9,336,000円

選

(税込)
務委託者には

定

、高度な知識・技術・

理

経験・創造力・意欲

・

由

取組み姿勢・取組み体

書

制を有した事業者を選

件

定するこ

予 定 価 

　

格 \39,336,0

　

00円(税込)
契約相

　

手方の とが必要で、価

 

格競争だけでなく、総

名

合的な評価によっ

選定

足

理由 て技術力と独創性

立

を持つ事業者をプロポ

区

ーザル方式によ

概  

立

     要

１　契約

中

件名 り選定することが

央

必要である。

　　足立

図

区立中央図書館リニュ

書

ーアル基本構想・基本

館

計 上記理由から、当該

リ

業務委託について、公

ニ

募型プロポー

画策定支

ュ

援業務及び設計業務委

ー

託 ザル方式を採用し、

ア

その選定委員会におい

ル

て、業務委託

２　委託

基

業務の範囲 先として最

本

も相応しいとされた本

構

事業者との随意契約を

想

（１）基本構想・基本

・

計画は１階から３階、

基

外構まで一 依頼するも

本

のである（地方自治法

計

施行令第１６７条の２

画

体的に策定する。 第１

策

項第２号該当）。

（２

契

）全面リニューアルを

約

行う１階及び外構のみ

の

、実施

設計まで実施す

相

る。

３　担当

　　足立

手

区 地域のちから推進

方

部 生涯学習支援室 

　

中央

図書館 管理係

　

名

　電話：０３－５８１

称

３－３７４９　ＦＡＸ

　

：０３－ 担 当 課 地

（

域のちから推進部 中

株

央図書館

３８７０－８

）

４１５ 電話番号 581

ス

3-3749(656

タ

2)

根拠規定 地方自治

ー

法施行令第167条の

パ

2 第1項 第2号該

イ

当

ロッツ 

定支援業務及び


